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１ はじめに 

○ 歯科保健医療を取り巻く状況の変化に対応し、地域において必要な歯科医療を提供でき

る体制の構築を進めるため、令和３年２月以降、厚生労働省医政局に設置された「歯科

医療提供体制等に関する検討会」において、歯科医療の提供体制の構築等に必要な事項

について、総合的に議論を行い、令和６年５月に、これまでの議論の整理として中間と

りまとめを行った。 

 

○ 中間とりまとめを踏まえ、今後、地域特性に応じた歯科医療提供体制構築の具体的検討

を行うにあたり、近年、歯科医師の高齢化や偏在により、歯科医師の確保が課題になっ

ている地域も出始めているとの指摘があることや、都道府県においては、地域住民のニ

ーズや歯科医療機関の機能分化も踏まえつつ、それぞれの機能に応じた歯科医療資源を

確保するとともに、歯科医療提供体制を構築することが求められている。 

 

○ そこで、まずは、歯科医師の必要数や適切な配置等に関する個別具体の分析等について

議論するため、同検討会のもとに、令和７年７月に「歯科医師の適切な配置等に関する

ワーキンググループ」を設置し、これまで計●回議論を行った。 

 

 

２ 近年の歯科医師数等の動向について 

○ 医師・歯科医師・薬剤師統計によると、令和４年の歯科医師総数は 105,267 人、そのう

ち、医療施設従事歯科医師数は 101,919 人である。これまで、歯科医師総数及び医療施

設従事歯科医師数はともに、令和２年まで増加傾向にあるが、平成 24 年頃よりその傾

向は緩やかになっている。 

 

○ 人口 10 万対歯科医師数は、総数では 84.2 人、医療施設従事歯科医師数では 81.6 人で

あり、令和２年まで増加傾向にあるが、令和４年は令和２年と比較するとやや減少して

いる。各都道府県における人口 10 万対歯科医師数について、平成 18 年から令和４年ま

での年次推移でみると、全体的に増加傾向にあるが、一部減少傾向にある都道府県もあ

る。 

 

○ 歯科医師（総数）の年齢構成は、令和４年では 60～69 歳が一番多く、次に多いのは 50

～59 歳であった。また、近年 60～69 歳や 70 歳以上の割合が増加傾向にある。 

 

○ 歯科医師の主たる従事先について、診療所の従事者が令和４年では約９割弱を占めてお

り、診療所で従事する者と病院勤務者の割合について、近年大きな増減はなく、ほぼ横

ばいの傾向である。 
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○ 歯科診療所数は、平成 29 年まで増加傾向にあったが、その後ほぼ横ばいに推移してお

り、令和５年は 66,818 施設であり微減傾向にある。人口 10 万人対歯科診療所数にお

いて、平成 28 年まで増加傾向にあるが、その後は多少の増減はあるが、ほぼ横ばいあ

る。 

 

○ 歯科系の診療科（歯科、歯科口腔外科、小児歯科、矯正歯科のいずれか）を標榜する病

院数について、令和４年では 1,815 施設であり、病院全体の約２割である。また、平成

29 年からほぼ横ばいの傾向である。 

 

 

３ これからの歯科医師の必要数や適切な配置等について 

（１）歯科医師の供給推計について 

○ 平成 27～28 年に厚生労働省で行われた「歯科医師の資質向上等に関する検討会歯科医

師の需給問題に関するワーキンググループ」において検討された推計方式（以下、「前

回方式」という。）を踏まえつつ、歯科医師の現在の働き方の実態をより反映した推計

を行うため、性・年齢階級別の歯科医師の仕事率を推計式に組み込んだ。 

 

○ 今回は 2040 年までの推計とし、届出率、新規参入歯科医師数や就業率、仕事率が 2040

年までそのまま継続した場合という仮定のもと、以下の方法で推計を行った。 

 

翌年度の歯科医師の供給推計（※１、２） ＝ 

（①推計生存歯科医師数 － ②推計死亡歯科医師数 ＋ ③推計新規参入歯科医師数） 

× ④就業率 × ⑤仕事率 

 

（※１） 性・年齢ごとに算出し合算。 

（※２） 本推計方法は、就業率や仕事率等による補正を行っているため、歯科医師免許所有者数で

はなく、歯科医師の稼働人数相当であることに留意。 

①推計生存歯科医師数 

・ 令和４年医師・歯科医師・薬剤師統計の歯科医師数をもとに、歯科医師届出票

の届出漏れを補正した歯科医師数（歯科医師届出票の届出率については、医

師・歯科医師・薬剤師統計の個票データから推計） 

②推計死亡歯科医師数 

・ 「第 23 回完全生命表（2020 年）」の生存（死亡）率を使用 

③推計新規参入歯科医師数 

・ 近年の歯科医師国家試験合格者数より、暫定的に 2,000 名と仮定（年齢構成や

男女比は令和４年医師・歯科医師・薬剤師統計より推計） 
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④就業率 

・ 令和４年医師・歯科医師・薬剤師統計より、歯科医師で業務に従事していない

人（無職、不詳）や休業者を除いた割合 

⑤仕事率 

・ 令和６年度歯科専門職の業務の実態調査（医政局歯科保健課調査）より歯科診

療所と病院歯科の従事歯科医師数の割合（全国）を考慮して算出 

 

○ その結果、歯科医師数は、2025 年から 2040 年にかけて、緩やかな減少傾向となり 2040

年に約 99,400 人と推計された。なお、同じ推計方法を用いて、医師・歯科医師・薬剤

師統計の届出率のみ補正（歯科医師届出票の届出漏れを補正）を行った歯科医師数は、

2025 年から 2040 年にかけて、ほぼ横ばいで、2040 年に約 133,500 人と推計された。

（参考資料 1） 

 

○ 届出率のみを補正した推計歯科医師数は実人数に相当し、就業率や仕事率も加味した推

計歯科医師数はすべての歯科医師が 100％稼働すると仮定した場合の歯科医師数に相当

することから、両者の差は、歯科医師の高齢化や女性歯科医師の増加等が影響している

と考えられる。（参考資料２、３） 

 

 

（２）歯科医師の需要推計について 

○ 歯科医師の約９割が診療所で従事しており、病院に勤務する歯科医師等の数は近年ほぼ

変化していないことから、需要の将来推計は診療所で従事する歯科医師数について行う

こととし、以下の観点を踏まえて検討を行った。 

 前回方式では、歯科診療所に従事する歯科医師の需要推計について、「推計患者」を

「歯科診療所の従事する歯科医師１人１日あたりの患者数」で除しているが、これ

まで行われた他職種の推計方法と同様に、患者 1 人あたりの歯科医師数の観点での

推計方法で行うべき 

 予防の推進や高齢者の残存歯数の増加などによる歯科医療の変化や、歯科衛生士や

歯科技工士との適切な業務分担、歯科医療技術の進歩、医療 DX 等、歯科医療に影響

を与えると考えらえる要素について、可能は範囲で考慮すべき 

 

○ 今回は 2040 年までの推計とし、まず、歯科診療所を受療する患者の状況の変化率や患

者１人あたりの歯科医師数を用い、以下の方法でベースとなる推計を行った。 

 

将来の歯科診療所従事歯科医師の需要推計（※３）  ＝   

①将来の歯科医療需要（推計患者数）× ②患者１人当たりの歯科医師数 
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（※３） 病院歯科、老健施設や介護医療院やその他に従事する歯科医師については、2040 年まで

一定と仮定。 

① 将来の歯科医療需要（推計患者数）の算出方法 

・ 近年の患者調査より歯科診療所の患者数（年齢階級別）（※４）を、人口（※

５）で除して、「歯科診療所患者数／人口」を算出 

・ 「歯科診療所患者数／人口」における、近年の推移（平均変化率）を算出 

・ 将来の人口構成（※５）の推移と近年の「歯科診療所患者数／人口」（※６）の

変化率から推計患者数を算出 

（※４） 年齢階級別の推計患者数について、現在の高齢者の歯科診療所への受療状況をよ

り精緻に算出するため、０～89 歳まで５歳刻みとし、それ以上は 90 歳以上とし

た。 

（※５） 国立社会保障・人口問題研究所による日本の将来推計人口（全国）。 

（※６） 「歯科診療所患者数／人口」の近年の推移（平均変化率）の算出に用いる歯科診

療所の患者数は、近年の動向が反映されるよう、平成 29 年、令和２、５年の３回

の患者調査による歯科診療所患者数を用いて変化率を算出した。 

②患者１人当たりの歯科医師数の算出方法 

・ 令和５年患者調査による「歯科診療所患者数」を、令和４年医師・歯科医師・

薬剤師統計による「診療所に従事している歯科医師数」で除して算出 

 

○ その上で、歯科医師の業務量の増減に影響を与える要因を個別具体的に勘案し算出する

ことは、現時点において困難であることから、歯科医師の業務が効率化される割合を全

体として仮定し、試算することとした。 

 

○ 具体的には、令和元年５月に公表された「医療・福祉サービス改革プラン」における生

産性向上の目標値等を参考に、2025 年から 2040 年までの間に歯科診療所における歯

科医師の業務が７％、10％、15％、20％効率化される場合の計４パターンのシナリオを

設定し、試算を行った。 

 

○ その結果、歯科医師の需要推計については、業務効率化の割合が７％の場合は約 97,600

人、10％の場合は約 94,900 人、15％の場合は約 90,400 人、20％の場合は約 85,900

人と推計された。（参考資料４） 

 

 

  



6 

 

（３）歯科医師の需給推計について 

○ 今回行った歯科医師の供給推計と需要推計によると、高齢者の数がピークに達するとさ

れている 2040 年において、供給推計が需要推計をやや上回ると推計された（参考資料

５）。 

 

 

（４）歯科医師数や歯科医療提供の地域差について 

○ 歯科医療提供体制を検討にあたり、歯科診療所の必要数については市区町村や地域包括

ケアシステムの単位、病院歯科を考える際には二次医療圏単位での検討が必要との意見

があったが、今回、地域による歯科医療の提供状況の差を検討するにあたっては、まず

は都道府県別で全体を把握し、二次医療圏別に分析することとした。 

 

○ 地域による歯科医療の提供状況の差を検討するためには、歯科医師・歯科医療機関の現

状を客観的に示すことが必要である。そこで、医師の地域偏在の分析に用いられている

「外来医師偏在指標」を参考に「外来歯科医師偏在指標」について検討を行うこととし

た。 

 

○ これまで、地域ごとの歯科診療所の状況を表す数値としては、人口 10 万対歯科診療所

数が用いてきたが、これだけでは歯科診療所が開設されている場所と住民が居住してい

る場所の地理的な影響が考慮されないため、可住地面積 100km2 当たりの歯科診療所数

についても分析を行った。また、歯科医療機関からの距離と人口の関係について、地理

情報システム（GIS：Geographic Information System）を用い、歯科医療機関へのア

クセシビリティを分析する研究（※７）が報告されていることから、同手法を用いて二次

医療圏、市区町村単位でのアクセシビリティについても分析を行うこととした。 

（※７） Kobayashi et al;Basic research on the accessibility of Japanese dental services using the 

geographic information system（Kobayashi ら）(J Osaka Dent Univ 2021 (April) ; 55 (1) : 41−46.) 

方法：歯科医療機関から 1,000 メートルの距離（半径 1,000 メートルの範囲に含まれない人

口を Accessibility Index: AI）と定義し、当該地域ごとに面積按分法にて算出。当該

地域の 人口に対する AI の割合を Accessibility Index Rate（AIR）として算出 

 

○ さらに、各地域における将来の歯科診療所数（歯科医師数）を検討する際の参考として、

現在の歯科医師の年齢についても分析を行った。 
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○ 「外来歯科医師偏在指標」について、病院歯科の外来患者数は既存統計のデータから得

られないことから、現時点では診療所の歯科医師の偏在を検討することとし、以下の算

出式で「診療所歯科医師偏在指標」として算出、分析を行った。 

 

診療所歯科医師偏在指標＝
①標準化診療所歯科医師数

地域の人口／10 万×②地域の標準化診療所歯科受療比 
 

 

①標準化診療所歯科医師数 ＝ 

Σ（性年齢階級別診療所歯科医師数 ×  
性年齢階級別診療所歯科医師平均労働時間

診療所歯科医師の平均労働時間
） 

②地域の標準化診療所歯科受療率比 ＝ 
地域の診療所歯科期待受療率(＊)

全国の診療所歯科期待受療率
 

         (∗)地域の診療所歯科期待受療率 ＝

Σ（全国の性年齢階級別診療所歯科受療率 ×  地域の性年齢階級別人口）

地域の人口
 

 

○ その結果、診療所歯科医師偏在指標（令和８年３月公表版）（参考資料６、７）の最大

値と最小値の差は、都道府県で約２倍、二次医療圏では約 9.5 倍となっていた（参考資

料８）。また、各都道府県における二次医療圏間の最大値と最小値の差も都道府県によ

って異なっていた。 
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４ 今後の課題や取組等について 

○ 今回の推計は、 

 供給推計については、現状の供給状況が 2040 年まで一定で継続した場合と仮定 

 需要推計については、近年の受療状況及び歯科医療提供体制が 2040 年まで続いた

場合であって、今後、歯科医療技術の進歩等により一定の業務効率化が行われる場

合と仮定 

とする方法で行った。その結果、歯科医師の供給推計と需要推計では、高齢者がピーク

に達するとされている 2040 年において、供給推計が需要推計をやや上回ると推計され

た。 

 

○ 今回の推計については、今後おこるであろう変化、例えば、供給については女性歯科医

師の働き方やより長く歯科医師が活躍できる体制・仕組みの構築による今後の歯科医師

の働き方の変化による影響、需要については患者の受療状況や歯科医療提供体制の変化

等による影響などに留意が必要である。 

 

○ 病院に勤務する歯科医師数について今回は定数と仮定したが、今後、歯科医療提供体制

を検討するにあたっては病院歯科の機能を整理した上で、各地域で必要な病院歯科の役

割を踏まえ、さらに検討を進める必要がある。 

 

○ なお、需給推計は、上記の観点や将来の人口推計等にも影響を受けることから、2040 年

までに、今後の様々な変化を踏まえ、改めて需給推計を行うことが求められる。 

 

○ 歯科医師数や歯科医療提供の状況については、地域差が生じているという指摘があるこ

とから、歯科医師の適切な配置を検討するための参考とするため、診療所歯科医師偏在

指標を算出した。 

 

○ その結果、二次医療圏ごとの診療所歯科医師偏在指標の最大値と最小値の差は約 9.5 倍

となっており、現状において地域差は生じていると考えられた。 

 

○ しかし、診療所歯科医師偏在指標は、歯科医師の性別や年齢階級、平均労働時間、地域

住民の性別や年齢階級を考慮した受療率等が考慮されているが、一方で、例えば、 

・ 各地域の居住可能な地域の状況等の地理的な要因 

・ 地理的な要因や道路状況等の交通インフラ等の状況による住民の受療行動の違い 

・ 現在の開設されている歯科診療所の歯科医師の年齢を踏まえた将来の歯科診療所の

存続状況  

等は、算出要因に含まれていない。 
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○ 従って、診療所歯科医師偏在指標だけでは、地域によっては現状（実態）と異なる可能

性がある。また、現状において歯科医師の年齢が高い地域では歯科診療所の閉院に伴い

近い将来、現状と異なる状況に変化することも考えられる。 

 

○ そのため、診療所従事歯科医師の地域偏在の検討を進めるにあたっては、診療所歯科医

師偏在指標をベースとしつつ、可住地面積 100km2 当たりの歯科医師数や地理的要素と

して GIS を用いた歯科医療機関へのアクセスの分析データ（AIR）、補完的に用いるこ

ととで、歯科医師過多地域と歯科医師少数地域の考え方の分析を進めることが求められ

る。AIR については、今回は Kobayashi らの方法（※７）で歯科診療所から半径 1,000

メートル圏外に在住する人口の割合を用いたが、歯科医師過多地域・少数地域を検討す

る際の距離や時間の考え方については今後、精査が必要である。 

 

○ また、将来（10 年後、20 年後など）の歯科診療所の状況等について検討する際には、

診療所従事歯科医師数の変化についても考慮する必要があるが、歯科医師の年齢が高齢

化している地域で今後の新規参入がないと歯科診療所の減少がさらに進む可能性がある

ことに留意が必要である。 

 

○ 診療所従事歯科医師の地域偏在の更なる分析及び適切な配置については、本ワーキング

グループでの検討をもとに、今後は「歯科医療提供体制等に関する検討会」において、

診療所歯科医師偏在指標をベースとしつつ、AIR の基準も含む補完的指標について具体

的に検討するとともに歯科医師の年齢等の地域の状況も考慮して、実態にあった歯科医

師の過多地域・少数地域の考え方を整理し、検討を進めることが必要である。
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に
、

歯
科

医
師

が
行

う
業

務
を

2
0
2
5
年

に
対

し
て

７
％

、
1
0
％

、
1
5
％

。
2
0
％

効
率

化
さ

れ
る

場
合

を
仮

定
し

、
再

計
算

し
た

歯
科

医
師

の
需

要
推

計
は

以
下

の
通

り
。
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（参考資料５）  

 

0

1
0
0
0
0

2
0
0
0
0

3
0
0
0
0

4
0
0
0
0

5
0
0
0
0

6
0
0
0
0

7
0
0
0
0

8
0
0
0
0

9
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0

1
2
0
0
0
0

1
3
0
0
0
0

令
和

７
年

（
'2

5
）

1
2
（

'3
0
）

1
7
（

'3
5
）

2
2
（

'4
0
）

供
給

数

需
要

数
（

業
務

効
率

化
７

％
）

需
要

数
（

業
務

効
率

化
1
0
％

）

需
要

数
（

業
務

効
率

化
1
5
％

）

需
要

数
（

業
務

効
率

化
2
0
％

）

歯
科
医
師
の
供
給
推
計
・
需
要
推
計
に
つ
い
て

（
人

）○
歯

科
医

師
の

供
給

推
計

・
需

要
推

計
に

つ
い

て
、

算
出

し
た

結
果

は
以

下
の

通
り

。

※
需

要
推

計
に

用
い

る
「

患
者

１
人

当
た

り
の

歯
科

医
師

数
」

の
全

国
平

均
値

を
ベ

ー
ス

に
、

合
理

化
や

省
力

化
等

業
務

効
率

化
と

し
て

2
0
4
0
年

に
７

％
減

、
1
0
％

減
、

1
5
％

減
、

2
0
％

（
2
0
2
5
年

比
）

と
な

る
よ

う
に

算
出

。
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（参考資料６）  

 

 

都
道
府
県
別
の
診
療
所
歯
科
医
師
偏
在
指
標
（
令
和
８
年
３
月
公
表
版
）

○
診

療
所

歯
科

医
師

偏
在

指
標

の
計

算
式

を
用

い
て

算
出

し
た

都
道

府
県

別
の

結
果

は
以

下
の

通
り

。

診
療

所
歯

科
医

師
偏

在
指

標
都

道
府

県
都

道
府

県
コ

ー
ド

6
8
.7

全
国

6
4
.4

北
海

道
1

4
5
.5

青
森

県
2

5
5
.9

岩
手

県
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6
3
.6

宮
城

県
4

5
0
.3

秋
田

県
5

5
3
.7

山
形

県
6

5
6
.2

福
島

県
7

5
8
.9

茨
城

県
8

6
1
.0

栃
木

県
9

6
1
.0

群
馬

県
1
0

6
5
.1

埼
玉

県
1
1

6
6
.3

千
葉

県
1
2

1
0
0
.6

東
京

都
1
3

6
8
.5

神
奈

川
県

1
4

5
9
.5

新
潟

県
1
5

診
療

所
歯

科
医

師
偏

在
指

標
都

道
府

県
都

道
府

県
コ

ー
ド

4
8
.8

富
山

県
1
6

5
4
.7

石
川

県
1
7

4
9
.3

福
井

県
1
8

6
3
.3

山
梨

県
1
9

5
9
.0

長
野

県
2
0

6
9
.4

岐
阜

県
2
1

5
6
.4

静
岡

県
2
2

7
0
.3

愛
知

県
2
3

5
6
.2

三
重

県
2
4

5
2
.1

滋
賀

県
2
5

6
7
.1

京
都

府
2
6

7
4
.4

大
阪

府
2
7

6
7
.1

兵
庫

県
2
8

6
0
.6

奈
良

県
2
9

6
3
.5

和
歌

山
県

3
0

5
6
.9

鳥
取

県
3
1

診
療

所
歯

科
医

師
偏

在
指

標
都

道
府

県
都

道
府

県
コ

ー
ド

4
5
.3

島
根

県
3
2

7
0
.8

岡
山

県
3
3

7
4
.9

広
島

県
3
4

5
8
.9

山
口

県
3
5

7
8
.6

徳
島

県
3
6

6
2
.6

香
川

県
3
7

5
8
.1

愛
媛

県
3
8

5
4
.4

高
知

県
3
9

8
6
.7

福
岡

県
4
0

6
8
.2

佐
賀

県
4
1

6
7
.6

長
崎

県
4
2

6
5
.0

熊
本

県
4
3

5
5
.7

大
分

県
4
4

5
6
.8

宮
崎

県
4
5

6
5
.1

鹿
児

島
県

4
6

5
4
.4

沖
縄

県
4
7

令
和

４
年

医
師

・
歯

科
医

師
・

薬
剤

師
統

計
診

療
所

歯
科

医
師

数

令
和

６
年

度
歯

科
専

門
職

の
業

務
の

実
態

調
査

診
療

所
歯

科
医

師
の

平
均

労
働

時
間

令
和

２
年

患
者

調
査

診
療

所
歯

科
患

者
数

（
受

療
率

関
係

）

令
和

２
年

住
民

基
本

台
帳

人
口

算
出

に
用

い
た

デ
ー

タ
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（参考資料７）  

 

二
次
医
療
圏
別
の
診
療
所
歯
科
医
師
偏
在
指
標
①
（
令
和
８
年
３
月
公
表
版
）

○
診

療
所

歯
科

医
師

偏
在

指
標

の
計

算
式

を
用

い
て

算
出

し
た

二
次

医
療

圏
別

の
結

果
は

以
下

の
通

り
。

診
療

所
歯

科
医

師
偏

在
指

標
二

次
医

療
圏

都
道

府
県

二
次

医
療

圏
コ

ー
ド

6
8
.7

全
国

5
1
.2

南
渡

島

北
海

道

0
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0
1

3
3
.3

南
檜
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1
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6
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北
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檜
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1
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7
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6
.4

後
志

0
1
0
5

6
2
.6

南
空

知
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1
0
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5
6
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中
空

知
0
1
0
7

5
0
.5

北
空

知
0
1
0
8

4
5
.9

西
胆

振
0
1
0
9

5
0
.9

東
胆

振
0
1
1
0

4
1
.4

日
高

0
1
1
1

5
9
.5

上
川

中
部

0
1
1
2

5
1
.9

上
川

北
部

0
1
1
3

6
8
.0

富
良

野
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1
1
4

4
4
.5

留
萌
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1
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5

3
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宗
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県
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西
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庄
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2
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い
わ

き
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7
0
7

5
3
.1

会
津

・
南

会
津

0
7
0
8

6
2
.2

水
戸

茨
城

県

0
8
0
1

4
6
.4

日
立

0
8
0
2

4
6
.2

常
陸

太
田

・
ひ

た
ち

な
か

0
8
0
3

4
3
.8

鹿
行

0
8
0
4

6
4
.4

土
浦

0
8
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5

8
1
.7

つ
く

ば
0
8
0
6

6
1
.0

取
手

・
竜

ヶ
崎

0
8
0
7

5
7
.6

筑
西
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下

妻
0
8
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8

6
3
.3
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河

・
坂
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8
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9

4
3
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県
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栃
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1
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7
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宇
都
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0
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0
9
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4
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8
.7

県
南

0
9
0
5

6
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.0

両
毛
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9
0
6

診
療

所
歯

科
医

師
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在
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標
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次
医

療
圏

都
道

府
県
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次

医
療

圏
コ

ー
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前
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二
次
医
療
圏
別
の
診
療
所
歯
科
医
師
偏
在
指
標
②
（
令
和
８
年
３
月
公
表
版
）

○
診

療
所

歯
科

医
師

偏
在

指
標

の
計

算
式

を
用

い
て

算
出

し
た

二
次

医
療

圏
別

の
結

果
は

以
下

の
通

り
。

診
療

所
歯

科
医

師
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療
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